
農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要
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（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方
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・当地区は、担い手（２経営体）で、農地集積を行っている。
・宅地の中に混在する農地もあり、圃場が分散されており、集積がしづらい地区である。
・地域で話し合い、分散された圃場でもできる限りまとまって耕作できるよう話す必要がある。

・たい肥の活用など、有機農業による持続可能な農業の取組を推進。
・スマート農業の導入など、農作業の効率化による収益向上を推進。

区域内の農用地等面積 91.2

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 91.2

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

農振農用地区域内の農地を農業上の利用が行われる区域とした。



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

（３）基盤整備事業への取組方針

（１）農用地の集積、集約化の方針

担い手が中心となり、集積・集約化を進められるよう、農業委員・農地利用最適化推進委員がパイプ役となり進
める。

（２）農地中間管理機構の活用方針

農地の所有者が農地を農地中間管理機構に転貸したあとは地域計画（目標地図）に基づいて農地を貸し出すこ
ととする。

昭和47年度から昭和50年度に団体営ほ場整備事業を活用し、区画整理を実施した。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

新規就農者や経営規模の拡大または縮小などしたい者がいた場合は、担い手や農業委員・農地利用最適化推
進委員、関係機関（JA、農林事務所、町）などが集まり、支援する。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針


